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○
国
土
交
通
省
令
第
十
九
号

船
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
三
十
二
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
関
係
法
律
の
規
定

に
基
づ
き
、
及
び
船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
船
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

 

の
施
行
に
伴
う
国
土
交
通
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

 

国
土
交
通
大
臣　

金
子　

恭
之　
　

 

船
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
国
土
交
通
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令

 

（
船
員
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

 

第
一
条　

船
員
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
運
輸
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に

二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も

の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に

掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄

 

に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改　

正　

後

改　

正　

前

  
第
十
九
条　

船
舶
所
有
者
は
、
前
条
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
の
書
類

第
十
九
条　

船
舶
所
有
者
は
、
前
条
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
の
書
類

を
提
示
し
て
、
雇
入
契
約
が
成
立
又
は
終
了
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
第
六
号
書
式

を
提
示
し
て
、
雇
入
契
約
が
成
立
又
は
終
了
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
第
六
号
書
式

に
よ
る
届
出
書
を
、
雇
入
契
約
を
変
更
又
は
更
新
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
第
八
号

に
よ
る
届
出
書
を
、
雇
入
契
約
を
変
更
又
は
更
新
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
第
八
号

書
式
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

書
式
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 

一
・
二　

（
略
）

一
・
二　

（
略
）

 

三　

法
第
五
十
条
第
四
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
書
面
（
船
員
手
帳
に
よ
り
船
員

（
新
設
）

 
 

の
勤
務
に
関
す
る
事
項
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
を
除
く
。
）

四　

（
略
）

三　

（
略
）

②　

（
略
）

②　

（
略
）

第
二
十
一
条　

船
舶
所
有
者
は
、
雇
入
契
約
の
成
立
等
の
届
出
を
す
る
場
合
に
お
い

第
二
十
一
条　

雇
入
契
約
の
成
立
等
の
届
出
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
船
員
が
地
方

て
、
船
員
が
地
方
運
輸
局
等
の
事
務
所
の
な
い
港
で
下
船
し
た
こ
と
そ
の
他
の
や

運
輸
局
等
の
事
務
所
の
な
い
港
で
下
船
し
た
こ
と
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
由

む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

が
あ
る
と
き
は
、
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
船
員
手
帳
を
提
示

船
員
手
帳
及
び
法
第
五
十
条
第
四
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
書
面
を
提
示
す
る
こ

す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

と
を
要
し
な
い
。

②　

船
長
は
、
船
舶
所
有
者
が
、
船
員
が
下
船
す
る
際
に
雇
入
契
約
の
終
了
の
届
出

②　

船
長
は
、
船
員
が
下
船
す
る
際
に
雇
入
契
約
の
終
了
の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で

を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
当
該
船
員
の
受
有
す
る
船
員
手
帳
の
該
当
欄

き
な
い
と
き
は
、
当
該
船
員
の
受
有
す
る
船
員
手
帳
の
該
当
欄
に
そ
の
事
由
を
記

又
は
法
第
五
十
条
第
四
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
書
面
に
そ
の
事
由
を
記
載
し
て

載
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 

（
船
員
の
勤
務
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
交
付
等
）

（
船
員
手
帳
へ
の
記
載
）

第
二
十
七
条
の
二　

法
第
五
十
条
第
四
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
書
面
の
様
式
は
、

第
二
十
七
条
の
二　

船
長
は
、
雇
入
契
約
の
成
立
等
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く

第
十
一
号
の
二
書
式
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
様
式
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る

、
船
内
に
お
け
る
職
務
、
雇
入
期
間
そ
の
他
の
船
員
の
勤
務
に
関
す
る
事
項
を
船

 
 

こ
と
が
で
き
る
別
の
様
式
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

員
手
帳
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

法
第
五
十
条
第
四
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
に
つ
い
て
は
、
船

員
に
つ
い
て
雇
入
契
約
の
成
立
等
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
こ
れ
を
行
う
も

の
と
す
る
。
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（
船
員
手
帳
等
記
載
事
項
の
証
明
）

（
船
員
手
帳
記
載
事
項
の
証
明
）

第
三
十
九
条　

船
員
又
は
船
員
で
あ
つ
た
者
は
、
船
員
手
帳
又
は
法
第
五
十
条
第
四

第
三
十
九
条　

船
員
又
は
船
員
で
あ
つ
た
者
は
、
船
員
手
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事

項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
書
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
で
あ
つ
て
、
雇
入
契
約

項
で
あ
つ
て
、
雇
入
契
約
の
成
立
等
の
届
出
又
は
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に

の
成
立
等
の
届
出
又
は
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
証
明
を
受
け
た
も
の

よ
る
証
明
を
受
け
た
も
の
に
つ
い
て
地
方
運
輸
局
長
の
証
明
を
申
請
す
る
こ
と
が

 
 

に
つ
い
て
地
方
運
輸
局
長
の
証
明
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

で
き
る
。

②　

前
項
の
証
明
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
地
方
運
輸
局
の
事
務
所
に
お
い
て

②　

前
項
の
証
明
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
地
方
運
輸
局
の
事
務
所
に
お
い
て

次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
提
示
し
て
第
十

船
員
手
帳
を
提
示
し
て
第
十
六
号
の
二
書
式
に
よ
る
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば

六
号
の
二
書
式
に
よ
る
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

 

一　

船
員
手
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
の
み
の
証
明
を
申
請
す
る
場
合　

船
員

（
新
設
）

手
帳

二　

法
第
五
十
条
第
四
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
書
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項

（
新
設
）

の
証
明
を
申
請
す
る
場
合
（
船
員
手
帳
の
記
載
事
項
の
証
明
を
併
せ
て
申
請
す

る
場
合
を
含
む
。
）　

船
員
手
帳
及
び
当
該
書
面

 
 

（
年
少
船
員
の
認
証
）

（
年
少
船
員
の
認
証
）

第
五
十
七
条
の
二
十　

船
舶
所
有
者
は
、
法
第
八
十
五
条
第
三
項
の
認
証
を
受
け
よ

第
五
十
七
条
の
二
十　

船
舶
所
有
者
は
、
法
第
八
十
五
条
第
三
項
の
認
証
を
受
け
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
船
員
の
雇
入
契
約
の
成
立
の
届
出
の
際
、
船
員
手
帳
の

う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
船
員
の
雇
入
契
約
の
成
立
の
届
出
の
際
、
船
員
手
帳
の

該
当
欄
又
は
法
第
五
十
条
第
四
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
書
面
に
年
齢
十
八
年
に

該
当
欄
に
年
齢
十
八
年
に
達
す
る
年
月
日
を
朱
書
し
、
こ
れ
を
地
方
運
輸
局
長
等

 

達
す
る
年
月
日
を
朱
書
し
、
こ
れ
を
地
方
運
輸
局
長
等
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。

 
 

（
就
業
規
則
等
の
掲
示
等
）

（
就
業
規
則
等
の
掲
示
等
）

第
七
十
五
条　

法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
船
内
及
び
そ
の
他
の
事
業
場

第
七
十
五
条　

法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
船
内
及
び
そ
の
他
の
事
業
場

内
に
掲
示
し
、
又
は
備
え
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
就
業
規
則
は
、
法
第
九
十
七

内
に
掲
示
し
、
又
は
備
え
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
就
業
規
則
は
、
所
轄
地
方
運

条
の
規
定
に
よ
り
届
出
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

輸
局
長
の
届
出
受
理
証
明
の
あ
る
有
効
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②　

（
略
）

②　

（
略
）

 
 

（
航
海
当
直
部
員
の
乗
組
み
に
関
す
る
基
準
）

（
航
海
当
直
部
員
の
乗
組
み
に
関
す
る
基
準
）

第
七
十
七
条　

船
舶
所
有
者
は
、
甲
板
部
又
は
機
関
部
の
航
海
当
直
部
員
と
し
て
部

第
七
十
七
条　

船
舶
所
有
者
は
、
甲
板
部
又
は
機
関
部
の
航
海
当
直
部
員
と
し
て
部
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員
を
乗
り
組
ま
せ
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
甲
板
部
航
海
当
直
部
員
又

員
を
乗
り
組
ま
せ
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
甲
板
部
航
海
当
直
部
員
又

は
機
関
部
航
海
当
直
部
員
の
資
格
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
を
乗
り
組
ま
せ
な
け

は
機
関
部
航
海
当
直
部
員
の
資
格
の
認
定
を
し
た
旨
の
証
印
を
受
け
て
い
る
者
を

れ
ば
な
ら
な
い
。

乗
り
組
ま
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
十
七
条
の
二　

船
舶
所
有
者
は
、
船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
施
行
規

第
七
十
七
条
の
二　

船
舶
所
有
者
は
、
船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
施
行
規

則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
九
十
一
号
）
第
二
条
の
二
第
二
項
か
ら
第
五
項

則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
九
十
一
号
）
第
二
条
の
二
第
二
項
か
ら
第
五
項

ま
で
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
船
舶
に
乗
り
組
む
甲
板
部
及
び
機
関
部
の
両

ま
で
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
船
舶
に
乗
り
組
む
甲
板
部
及
び
機
関
部
の
両

部
の
航
海
当
直
を
す
べ
き
職
務
を
有
す
る
部
員
又
は
乗
組
み
基
準
外
運
航
士
（
船

部
の
航
海
当
直
を
す
べ
き
職
務
を
有
す
る
部
員
又
は
乗
組
み
基
準
外
運
航
士
（
船

舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
施
行
令
別
表
第
一
第
三
号
の
表
㈠
の
表
か
ら
㈣

舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
施
行
令
別
表
第
一
第
三
号
の
表
㈠
の
表
か
ら
㈣

の
表
ま
で
に
定
め
る
運
航
士
に
加
え
て
乗
り
組
む
運
航
士
（
一
号
職
務
）
又
は
運

の
表
ま
で
に
定
め
る
運
航
士
に
加
え
て
乗
り
組
む
運
航
士
（
一
号
職
務
）
又
は
運

航
士
（
二
号
職
務
）
（
同
令
別
表
第
一
第
三
号
の
表
㈠
の
表
備
考
４
の
運
航
士
（

航
士
（
二
号
職
務
）
（
同
令
別
表
第
一
第
三
号
の
表
㈠
の
表
備
考
４
の
運
航
士
（

一
号
職
務
）
又
は
運
航
士
（
二
号
職
務
）
を
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
甲

一
号
職
務
）
又
は
運
航
士
（
二
号
職
務
）
を
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
甲

板
部
又
は
機
関
部
の
部
員
が
行
う
べ
き
作
業
に
相
当
す
る
作
業
を
併
せ
行
う
者
を

板
部
又
は
機
関
部
の
部
員
が
行
う
べ
き
作
業
に
相
当
す
る
作
業
を
併
せ
行
う
者
を

い
う
。
）
と
し
て
部
員
を
乗
り
組
ま
せ
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
航

い
う
。
）
と
し
て
部
員
を
乗
り
組
ま
せ
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
航

海
当
直
部
員
の
乗
組
み
に
関
す
る
基
準
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

海
当
直
部
員
の
乗
組
み
に
関
す
る
基
準
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

甲
種
甲
板
・
機
関
部
航
海
当
直
部
員
又
は
乙
種
甲
板
・
機
関
部
航
海
当
直
部

一　

甲
種
甲
板
・
機
関
部
航
海
当
直
部
員
又
は
乙
種
甲
板
・
機
関
部
航
海
当
直
部

員
の
資
格
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
を
乗
り
組
ま
せ
る
こ
と
。

員
の
資
格
の
認
定
を
し
た
旨
の
証
印
を
受
け
て
い
る
者
を
乗
り
組
ま
せ
る
こ
と

 

。

二　

部
員
の
過
半
数
は
甲
種
甲
板
・
機
関
部
航
海
当
直
部
員
の
資
格
の
認
定
を
受

二　

部
員
の
過
半
数
は
甲
種
甲
板
・
機
関
部
航
海
当
直
部
員
の
資
格
の
認
定
を
し

け
て
い
る
者
と
す
る
こ
と
。

た
旨
の
証
印
を
受
け
て
い
る
者
と
す
る
こ
と
。

 
 

（
航
海
当
直
部
員
の
認
定
等
）

（
航
海
当
直
部
員
の
認
定
等
）

第
七
十
七
条
の
二
の
三　

（
略
）

第
七
十
七
条
の
二
の
三　

（
略
）

②　

前
項
の
認
定
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
二
十
二
号
書
式
に
よ
る
申
請
書

②　

前
項
の
認
定
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
船
員
手
帳
及
び
認
定
を
受
け
よ
う

に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
地
方
運
輸
局
の
事
務
所
の
長
に
提
出
し
な
け

と
す
る
資
格
に
係
る
第
八
号
表
下
欄
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
を
証
す
る

れ
ば
な
ら
な
い
。

書
類
を
提
示
し
て
、
第
二
十
二
号
書
式
に
よ
る
申
請
書
を
地
方
運
輸
局
の
事
務
所

 
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

船
員
手
帳

（
新
設
）

二　

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
資
格
に
係
る
第
八
号
表
下
欄
に
掲
げ
る
要
件
に
適

（
新
設
）

合
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
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三　

申
請
の
日
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
自
己
の
写
真
（
単
独
、
無
帽
、
か
つ
、

（
新
設
）

 

正
面
の
も
の
。
以
下
「
自
己
の
写
真
」
と
い
う
。
）
（
航
海
当
直
部
員
適
任
証

書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
限
る
。
）

③　

法
第
百
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
証
印
の
様
式
は
第
二
十
二
号
の
二

③　

法
第
百
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
証
印
の
様
式
は
、
第
二
十
二
号
の

 

書
式
、
航
海
当
直
部
員
適
任
証
書
の
様
式
は
第
二
十
二
号
の
二
の
二
書
式
に
よ
る

二
書
式
に
よ
る
。

。

 

④　

航
海
当
直
部
員
適
任
証
書
を
受
有
す
る
者
は
、
そ
の
記
載
事
項
に
変
更
を
生
じ

（
新
設
）

 

、
若
し
く
は
そ
の
写
真
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
認
め
難
く
な
つ
た
場
合
又
は
こ
れ

 

を
失
い
、
若
し
く
は
毀
損
し
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
再
交
付
を
申
請
し
よ
う
と
す

 

る
と
き
は
、
第
二
十
二
号
の
二
の
三
書
式
に
よ
る
申
請
書
に
船
員
手
帳
及
び
自
己

の
写
真
を
添
付
し
て
、
地
方
運
輸
局
の
事
務
所
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

 
 

（
危
険
物
等
取
扱
責
任
者
の
乗
組
み
に
関
す
る
基
準
）

（
危
険
物
等
取
扱
責
任
者
の
乗
組
み
に
関
す
る
基
準
）

第
七
十
七
条
の
四　

船
舶
所
有
者
は
、
前
条
第
一
項
の
タ
ン
カ
ー
に
は
、
次
の
表
の

第
七
十
七
条
の
四　

船
舶
所
有
者
は
、
前
条
第
一
項
の
タ
ン
カ
ー
に
は
、
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
船
長
又
は
海
員
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
危
険
物

上
欄
に
掲
げ
る
船
長
又
は
海
員
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
危
険
物

等
取
扱
責
任
者
の
資
格
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
を
乗
り
組
ま
せ
な
け
れ
ば
な
ら

等
取
扱
責
任
者
の
資
格
の
認
定
を
し
た
旨
の
証
印
を
受
け
て
い
る
者
を
乗
り
組
ま

 
 

な
い
。

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
表　

略
）

（
表　

略
）

２　

船
舶
所
有
者
は
、
前
条
第
二
項
の
液
化
天
然
ガ
ス
等
燃
料
船
に
は
、
次
の
表
の

２　

船
舶
所
有
者
は
、
前
条
第
二
項
の
液
化
天
然
ガ
ス
等
燃
料
船
に
は
、
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
船
長
又
は
海
員
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
危
険
物

上
欄
に
掲
げ
る
船
長
又
は
海
員
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
危
険
物

等
取
扱
責
任
者
の
資
格
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
を
乗
り
組
ま
せ
な
け
れ
ば
な
ら

等
取
扱
責
任
者
の
資
格
の
認
定
を
し
た
旨
の
証
印
を
受
け
て
い
る
者
を
乗
り
組
ま

 
 

な
い
。

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
表　

略
）

（
表　

略
）

 
 

（
危
険
物
等
取
扱
責
任
者
の
認
定
等
）

（
危
険
物
等
取
扱
責
任
者
の
認
定
等
）

第
七
十
七
条
の
六　

地
方
運
輸
局
の
事
務
所
の
長
は
、
第
九
号
表
上
欄
に
掲
げ
る
危

第
七
十
七
条
の
六　

地
方
運
輸
局
の
事
務
所
の
長
は
、
第
九
号
表
上
欄
に
掲
げ
る
危

険
物
等
取
扱
責
任
者
の
資
格
の
区
分
ご
と
に
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合

険
物
等
取
扱
責
任
者
の
資
格
の
区
分
ご
と
に
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合

す
る
者
又
は
当
該
要
件
と
同
等
の
能
力
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
千
九
百
七
十
八

す
る
者
又
は
当
該
要
件
と
同
等
の
能
力
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
千
九
百
七
十
八

年
の
船
員
の
訓
練
及
び
資
格
証
明
並
び
に
当
直
の
基
準
に
関
す
る
国
際
条
約
（
第

年
の
船
員
の
訓
練
及
び
資
格
証
明
並
び
に
当
直
の
基
準
に
関
す
る
国
際
条
約
（
第
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七
十
七
条
の
十
一
及
び
第
七
十
八
条
の
二
の
五
に
お
い
て
「
船
員
条
約
」
と
い
う

七
十
七
条
の
十
一
及
び
第
七
十
八
条
の
二
の
五
に
お
い
て
「
船
員
条
約
」
と
い
う

。
）
の
締
約
国
が
発
給
し
た
条
約
に
適
合
す
る
危
険
物
又
は
有
害
物
の
取
扱
い
に

。
）
の
締
約
国
が
発
給
し
た
条
約
に
適
合
す
る
危
険
物
又
は
有
害
物
の
取
扱
い
に

関
す
る
業
務
の
管
理
に
関
す
る
資
格
証
明
書
（
次
項
第
二
号
及
び
第
七
十
七
条
の

関
す
る
業
務
の
管
理
に
関
す
る
資
格
証
明
書
（
次
項
及
び
第
七
十
七
条
の
七
第
一

七
第
一
項
に
お
い
て
「
締
約
国
危
険
物
等
取
扱
責
任
者
資
格
証
明
書
」
と
い
う
。

項
に
お
い
て
「
締
約
国
危
険
物
等
取
扱
責
任
者
資
格
証
明
書
」
と
い
う
。
）
を
受

）
を
受
有
す
る
者
で
あ
つ
て
国
土
交
通
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る

有
す
る
者
で
あ
つ
て
国
土
交
通
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に

も
の
に
つ
い
て
、
法
第
百
十
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
行
う
。

つ
い
て
、
法
第
百
十
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
行
う
。

②　

前
項
の
認
定
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
二
十
二
号
の
三
書
式
に
よ
る
申

②　

前
項
の
認
定
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
船
員
手
帳
並
び
に
認
定
を
受
け
よ

請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
地
方
運
輸
局
の
事
務
所
の
長
に
提
出
し

う
と
す
る
資
格
に
係
る
第
九
号
表
下
欄
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
を
証
す

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
書
類
又
は
締
約
国
危
険
物
等
取
扱
責
任
者
資
格
証
明
書
及
び
前
項
の
国
土
交
通

 

大
臣
が
告
示
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
提
示
し
て
、
第

 

二
十
二
号
の
三
書
式
に
よ
る
申
請
書
を
地
方
運
輸
局
の
事
務
所
の
長
に
提
出
し
な

 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

船
員
手
帳

（
新
設
）

二　

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
資
格
に
係
る
第
九
号
表
下
欄
に
掲
げ
る
要
件
に
適

（
新
設
）

合
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
又
は
締
約
国
危
険
物
等
取
扱
責
任
者
資
格
証
明
書

及
び
前
項
の
国
土
交
通
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
証
す

る
書
類

三　

自
己
の
写
真
（
危
険
物
等
取
扱
責
任
者
適
任
証
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す

（
新
設
）

る
者
に
限
る
。
）

③　

（
略
）

③　

（
略
）

④　

法
第
百
十
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
証
印
の
様
式
は
第
二
十
二
号
の
四

④　

法
第
百
十
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
証
印
の
様
式
は
、
第
二
十
二
号
の

 

書
式
、
危
険
物
等
取
扱
責
任
者
適
任
証
書
の
様
式
は
第
二
十
二
号
の
四
の
二
書
式

四
書
式
に
よ
る
。

に
よ
る
。

⑤　

危
険
物
等
取
扱
責
任
者
適
任
証
書
を
受
有
す
る
者
は
、
そ
の
記
載
事
項
に
変
更

（
新
設
）

を
生
じ
、
又
は
こ
れ
を
失
い
、
若
し
く
は
毀
損
し
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
再
交
付

を
申
請
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
二
十
二
号
の
四
の
三
書
式
に
よ
る
申
請
書
に

船
員
手
帳
及
び
自
己
の
写
真
を
添
付
し
て
、
地
方
運
輸
局
の
事
務
所
の
長
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
認
定
の
有
効
期
間
等
）

（
認
定
の
有
効
期
間
等
）
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第
七
十
七
条
の
七　

（
略
）

第
七
十
七
条
の
七　

（
略
）

②　

前
項
の
有
効
期
間
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
有
効
期
間
が
満
了

②　

前
項
の
有
効
期
間
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
有
効
期
間
が
満
了

す
る
日
前
六
月
以
内
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
更
新
申
請
期
間
」
と
い
う
。
）

す
る
日
前
六
月
以
内
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
更
新
申
請
期
間
」
と
い
う
。
）

に
、
第
二
十
二
号
の
五
書
式
に
よ
る
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、

に
、
船
員
手
帳
及
び
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
こ
と

地
方
運
輸
局
の
事
務
所
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
更
新
申

を
証
す
る
書
類
を
提
示
し
て
、
第
二
十
二
号
の
五
書
式
に
よ
る
申
請
書
を
地
方
運

請
期
間
の
全
期
間
を
通
じ
て
本
邦
以
外
の
地
に
滞
在
す
る
こ
と
そ
の
他
の
や
む
を

輸
局
の
事
務
所
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
更
新
申
請
期
間

得
な
い
事
由
に
よ
り
当
該
期
間
に
そ
の
提
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、

の
全
期
間
を
通
じ
て
本
邦
以
外
の
地
に
滞
在
す
る
こ
と
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い

当
該
期
間
前
に
そ
の
提
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

事
由
に
よ
り
当
該
期
間
に
そ
の
提
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
当
該
期

間
前
に
そ
の
提
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　

船
員
手
帳

（
新
設
）

二　

第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

（
新
設
） 

三　

自
己
の
写
真
（
危
険
物
等
取
扱
責
任
者
適
任
証
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

（
新
設
）

に
限
る
。
）

③　

前
二
項
の
規
定
は
、
第
七
十
七
条
の
六
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一

③　

前
二
項
の
規
定
は
、
第
七
十
七
条
の
六
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
第
十
号
表
の
危
険
物
等
取
扱
責
任
者
の
認
定
に
つ
い
て
準
用
す

項
の
規
定
に
よ
る
第
十
号
表
の
危
険
物
等
取
扱
責
任
者
の
認
定
に
つ
い
て
準
用
す

 

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
第
二
号
中
「
第
四
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
、
「

る
。

第
五
項
各
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

④
～
⑥　

（
略
）

④
～
⑥　

（
略
）

⑦　

地
方
運
輸
局
の
事
務
所
の
長
は
、
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
有
効
期

⑦　

地
方
運
輸
局
の
事
務
所
の
長
は
、
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
有
効
期

間
の
更
新
を
受
け
た
者
に
対
し
、
そ
の
者
の
船
員
手
帳
に
第
七
十
七
条
の
六
第
一

間
の
更
新
を
受
け
た
者
に
対
し
、
そ
の
者
の
船
員
手
帳
に
第
七
十
七
条
の
六
第
一

項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
認
定
が
な
お
効
力
を

項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
認
定
が
な
お
効
力
を

有
す
る
旨
の
証
印
を
し
、
又
は
新
た
に
危
険
物
等
取
扱
責
任
者
適
任
証
書
を
交
付

有
す
る
旨
の
証
印
を
す
る
。

す
る
。

⑧　

（
略
）

⑧　

（
略
）

 
 

（
特
定
海
域
運
航
責
任
者
の
乗
組
み
に
関
す
る
基
準
）

（
特
定
海
域
運
航
責
任
者
の
乗
組
み
に
関
す
る
基
準
）

第
七
十
七
条
の
九　

船
舶
所
有
者
は
、
前
条
の
特
定
海
域
を
航
行
す
る
船
舶
（
以
下

第
七
十
七
条
の
九　

船
舶
所
有
者
は
、
前
条
の
特
定
海
域
を
航
行
す
る
船
舶
（
以
下

「
特
定
海
域
航
行
船
舶
」
と
い
う
。
）
に
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
海

「
特
定
海
域
航
行
船
舶
」
と
い
う
。
）
に
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
海

域
の
海
氷
の
状
況
（
海
氷
が
存
在
し
な
い
場
合
を
除
く
。
）
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

域
の
海
氷
の
状
況
（
海
氷
が
存
在
し
な
い
場
合
を
除
く
。
）
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
船
長
又
は
海
員
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
船
長
又
は
海
員
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
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る
特
定
海
域
運
航
責
任
者
の
資
格
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
を
乗
り
組
ま
せ
な
け

る
特
定
海
域
運
航
責
任
者
の
資
格
の
認
定
を
し
た
旨
の
証
印
を
受
け
て
い
る
者
を

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
場
合
に

乗
り
組
ま
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に

 
あ
つ
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

適
合
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

一　

海
氷
の
密
接
度

特
定
海
域
航
行
船
舶
の
船

甲
種
特
定
海
域
運
航
責

一　

海
氷
の
密
接
度

特
定
海
域
航
行
船
舶
の
船

乙
種
特
定
海
域
運
航
責

 

が
十
分
の
一
未
満

長
及
び
甲
板
部
の
当
直
を

任
者
又
は
乙
種
特
定
海

が
十
分
の
一
未
満

長
及
び
甲
板
部
の
当
直
を

任
者

で
あ
る
特
定
海
域

行
う
職
員

域
運
航
責
任
者

で
あ
る
特
定
海
域

行
う
職
員

二　

一
に
掲
げ
る
特

（
略
）

（
略
）

二　

一
に
掲
げ
る
特

（
略
）

（
略
）

定
海
域
以
外
の
特

定
海
域
以
外
の
特

定
海
域

特
定
海
域
航
行
船
舶
の
甲

甲
種
特
定
海
域
運
航
責

定
海
域

特
定
海
域
航
行
船
舶
の
甲

乙
種
特
定
海
域
運
航
責

板
部
の
当
直
を
行
う
職
員

任
者
又
は
乙
種
特
定
海

板
部
の
当
直
を
行
う
職
員

任
者

（
一
等
航
海
士
及
び
運
航

域
運
航
責
任
者

（
一
等
航
海
士
及
び
運
航

士
（
四
号
職
務
）
を
除
く

士
（
四
号
職
務
）
を
除
く

。
）

。
）

 
 

（
特
定
海
域
運
航
責
任
者
の
認
定
等
）

（
特
定
海
域
運
航
責
任
者
の
認
定
等
）

第
七
十
七
条
の
十
一　

地
方
運
輸
局
の
事
務
所
の
長
は
、
第
十
五
号
表
上
欄
に
掲
げ

第
七
十
七
条
の
十
一　

地
方
運
輸
局
の
事
務
所
の
長
は
、
第
十
五
号
表
上
欄
に
掲
げ

る
特
定
海
域
運
航
責
任
者
の
資
格
の
区
分
ご
と
に
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
要
件
に

る
特
定
海
域
運
航
責
任
者
の
資
格
の
区
分
ご
と
に
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
要
件
に

適
合
す
る
者
又
は
当
該
要
件
と
同
等
の
能
力
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
船
員
条
約

適
合
す
る
者
又
は
当
該
要
件
と
同
等
の
能
力
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
船
員
条
約

の
締
約
国
が
発
給
し
た
条
約
に
適
合
す
る
海
域
の
特
性
に
応
じ
た
運
航
に
関
す
る

の
締
約
国
が
発
給
し
た
条
約
に
適
合
す
る
海
域
の
特
性
に
応
じ
た
運
航
に
関
す
る

資
格
証
明
書
（
次
項
第
二
号
及
び
第
七
十
七
条
の
十
二
第
一
項
に
お
い
て
「
締
約

資
格
証
明
書
（
次
項
及
び
第
七
十
七
条
の
十
二
第
一
項
に
お
い
て
「
締
約
国
特
定

国
特
定
海
域
運
航
責
任
者
資
格
証
明
書
」
と
い
う
。
）
を
受
有
す
る
者
で
あ
つ
て

海
域
運
航
責
任
者
資
格
証
明
書
」
と
い
う
。
）
を
受
有
す
る
者
で
あ
つ
て
国
土
交

国
土
交
通
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
法
第
百
十

通
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
法
第
百
十
七
条
の

七
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
行
う
。

四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
行
う
。

②　

前
項
の
認
定
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
二
十
二
号
の
六
書
式
に
よ
る
申

②　

前
項
の
認
定
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
船
員
手
帳
並
び
に
認
定
を
受
け
よ

請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
地
方
運
輸
局
の
事
務
所
の
長
に
提
出
し

う
と
す
る
資
格
に
係
る
第
十
五
号
表
下
欄
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
を
証

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
書
類
又
は
締
約
国
特
定
海
域
運
航
責
任
者
資
格
証
明
書
及
び
前
項
の
国
土
交

通
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
提
示
し
て
、
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第
二
十
二
号
の
六
書
式
に
よ
る
申
請
書
を
地
方
運
輸
局
の
事
務
所
の
長
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

船
員
手
帳

（
新
設
） 

二　

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
資
格
に
係
る
第
十
五
号
表
下
欄
に
掲
げ
る
要
件
に

（
新
設
）

 

適
合
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
又
は
締
約
国
特
定
海
域
運
航
責
任
者
資
格
証
明

 

書
及
び
前
項
の
国
土
交
通
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
証

す
る
書
類

 

三　

自
己
の
写
真
（
特
定
海
域
運
航
責
任
者
適
任
証
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す

（
新
設
）

る
者
に
限
る
。
）

③　

法
第
百
十
七
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
証
印
の
様
式
は
第
二
十
二
号
の
七

③　

法
第
百
十
七
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
証
印
の
様
式
は
、
第
二
十
二
号
の

 

書
式
、
特
定
海
域
運
航
責
任
者
適
任
証
書
の
様
式
は
第
二
十
二
号
の
七
の
二
書
式

七
書
式
に
よ
る
。

に
よ
る
。

④　

特
定
海
域
運
航
責
任
者
適
任
証
書
を
受
有
す
る
者
は
、
そ
の
記
載
事
項
に
変
更

（
新
設
）

を
生
じ
、
又
は
こ
れ
を
失
い
、
若
し
く
は
毀
損
し
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
再
交
付

を
申
請
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
二
十
二
号
の
七
の
三
書
式
に
よ
る
申
請
書
に

船
員
手
帳
及
び
自
己
の
写
真
を
添
付
し
て
、
地
方
運
輸
局
の
事
務
所
の
長
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
認
定
の
有
効
期
間
等
）

（
認
定
の
有
効
期
間
等
）

第
七
十
七
条
の
十
二　

（
略
）

第
七
十
七
条
の
十
二　

（
略
）

②　

前
項
の
有
効
期
間
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
有
効
期
間
が
満
了

②　

前
項
の
有
効
期
間
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
有
効
期
間
が
満
了

す
る
日
前
六
月
以
内
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
更
新
申
請
期
間
」
と
い
う
。
）

す
る
日
前
六
月
以
内
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
更
新
申
請
期
間
」
と
い
う
。
）

に
、
第
二
十
二
号
の
八
書
式
に
よ
る
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、

に
、
船
員
手
帳
及
び
第
三
項
各
号
又
は
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か

地
方
運
輸
局
の
事
務
所
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
更
新
申

に
適
合
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
提
示
し
て
、
第
二
十
二
号
の
八
書
式
に
よ
る

請
期
間
の
全
期
間
を
通
じ
て
本
邦
以
外
の
地
に
滞
在
す
る
こ
と
そ
の
他
の
や
む
を

申
請
書
を
地
方
運
輸
局
の
事
務
所
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し

得
な
い
事
由
に
よ
り
当
該
期
間
に
そ
の
提
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、

、
更
新
申
請
期
間
の
全
期
間
を
通
じ
て
本
邦
以
外
の
地
に
滞
在
す
る
こ
と
そ
の
他

当
該
期
間
前
に
そ
の
提
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
当
該
期
間
に
そ
の
提
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
き
は
、
当
該
期
間
前
に
そ
の
提
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 

一　

船
員
手
帳

（
新
設
） 

二　

次
項
各
号
又
は
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
こ
と

（
新
設
）



- 10/59 -

を
証
す
る
書
類

 

三　

自
己
の
写
真
（
特
定
海
域
運
航
責
任
者
適
任
証
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

（
新
設
）

に
限
る
。
）

③
～
⑤　

（
略
）

③
～
⑤　

（
略
）

⑥　

地
方
運
輸
局
の
事
務
所
の
長
は
、
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
有
効
期

⑥　

地
方
運
輸
局
の
事
務
所
の
長
は
、
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
有
効
期

間
の
更
新
を
受
け
た
者
に
対
し
、
そ
の
者
の
船
員
手
帳
に
第
七
十
七
条
の
十
一
第

間
の
更
新
を
受
け
た
者
に
対
し
、
そ
の
者
の
船
員
手
帳
に
第
七
十
七
条
の
十
一
第

 

一
項
の
認
定
が
な
お
効
力
を
有
す
る
旨
の
証
印
を
し
、
又
は
新
た
に
特
定
海
域
運

一
項
の
認
定
が
な
お
効
力
を
有
す
る
旨
の
証
印
を
す
る
。

航
責
任
者
適
任
証
書
を
交
付
す
る
。

⑦　

（
略
）

⑦　

（
略
）

 
 

（
権
限
の
委
任
）

（
権
限
の
委
任
）

第
七
十
八
条
の
三
の
二　

（
略
）

第
七
十
八
条
の
三
の
二　

（
略
）

②　

前
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
運
輸
局
長
に
委
任
さ
れ
た
権
限
の
ほ
か
、
法
第
百
十

②　

前
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
運
輸
局
長
に
委
任
さ
れ
た
権
限
の
ほ
か
、
法
第
百
十

七
条
の
二
第
三
項
（
法
第
百
十
七
条
の
三
第
三
項
及
び
第
百
十
七
条
の
四
第
三
項

七
条
の
二
第
三
項
（
法
第
百
十
七
条
の
三
第
三
項
及
び
第
百
十
七
条
の
四
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
証
印
又
は
航
海
当
直
部
員

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
証
印
の
拒
否
及
び
法
第
百

適
任
証
書
、
危
険
物
等
取
扱
責
任
者
適
任
証
書
若
し
く
は
特
定
海
域
運
航
責
任
者

十
七
条
の
二
第
四
項
（
法
第
百
十
七
条
の
三
第
三
項
及
び
第
百
十
七
条
の
四
第
三

適
任
証
書
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
適
任
証
書
」
と
総
称
す
る
。
）
の
交
付
の

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
証
印
の
抹
消
は
、
地
方

拒
否
及
び
法
第
百
十
七
条
の
二
第
四
項
（
法
第
百
十
七
条
の
三
第
三
項
及
び
第
百

運
輸
局
長
に
行
わ
せ
る
。

十
七
条
の
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
証
印

の
抹
消
又
は
適
任
証
書
の
返
納
の
命
令
は
、
地
方
運
輸
局
長
に
行
わ
せ
る
。

③
～
⑤　

（
略
）

③
～
⑤　

（
略
）

 
 

（
手
数
料
）

（
手
数
料
）

第
七
十
九
条　

次
に
掲
げ
る
証
明
を
申
請
す
る
者
は
、
領
事
官
（
領
事
官
の
職
務
を

第
七
十
九
条　

次
に
掲
げ
る
証
明
を
申
請
す
る
者
は
、
領
事
官
（
領
事
官
の
職
務
を

行
う
大
使
館
若
し
く
は
公
使
館
の
長
又
は
そ
の
事
務
を
代
理
す
る
者
を
含
む
。
）

行
う
大
使
館
若
し
く
は
公
使
館
の
長
又
は
そ
の
事
務
を
代
理
す
る
者
を
含
む
。
）

に
対
し
て
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
証
明
を
申
請
す
る
場
合
を
除
き
、
証
明

に
対
し
て
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
証
明
を
申
請
す
る
場
合
を
除
き
、
証
明

書
一
通
に
つ
き
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
の
手
数
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

書
一
通
に
つ
き
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
の
手
数
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

一
～
三　

（
略
）

一
～
三　

（
略
）
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四　

第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
船
員
手
帳
等
の
記
載
事
項
の
証
明　

八

四　

第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
船
員
手
帳
の
記
載
事
項
の
証
明　

八
百

百
七
十
円

七
十
円

②　

（
略
）

②　

（
略
）

第
八
号
表
（
第
七
十
七
条
の
二
の
三
関
係
）

第
八
号
表
（
第
七
十
七
条
の
二
の
三
関
係
）

 
 

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

   
 

 

三　

甲
種
甲
板

１
・
２　

（
略
）

三　

甲
種
甲
板

１
・
２　

（
略
）

・
機
関
部
航

３　

甲
板
部
又
は
機
関
部
の
勤
務
に
従
事
し
た
期
間
（
次

・
機
関
部
航

３　

甲
板
部
又
は
機
関
部
の
勤
務
に
従
事
し
た
期
間
（
次

 

海
当
直
部
員

号
上
欄
に
掲
げ
る
航
海
当
直
部
員
の
資
格
の
認
定
を
受

海
当
直
部
員

号
上
欄
に
掲
げ
る
航
海
当
直
部
員
の
資
格
の
認
定
を
し

 
 

 

け
て
部
員
と
し
て
勤
務
し
た
期
間
を
除
く
。
）
の
二
分

た
旨
の
証
印
を
受
け
て
部
員
と
し
て
勤
務
し
た
期
間
を

 
 

 

の
一
の
期
間
及
び
次
号
上
欄
に
掲
げ
る
航
海
当
直
部
員

除
く
。
）
の
二
分
の
一
の
期
間
及
び
次
号
上
欄
に
掲
げ

 
 

の
資
格
の
認
定
を
受
け
て
部
員
と
し
て
勤
務
し
た
期
間

る
航
海
当
直
部
員
の
資
格
の
認
定
を
し
た
旨
の
証
印
を

 
 

が
通
算
し
て
四
年
以
上
あ
る
こ
と
。

受
け
て
部
員
と
し
て
勤
務
し
た
期
間
が
通
算
し
て
四
年

以
上
あ
る
こ
と
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

備
考

備
考

 
 

一
・
二　

（
略
）

一
・
二　

（
略
）

三　

第
三
号
３
の
認
定
を
受
け
て
部
員
と
し
て
勤
務
し
た
期
間
に
は
、
船
員

三　

第
三
号
３
の
証
印
を
受
け
て
部
員
と
し
て
勤
務
し
た
期
間
に
は
、
船
員

法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
九
年
運
輸
省
令
第
二
号

法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
九
年
運
輸
省
令
第
二
号

）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
七
十
七
条
の
五
第
一
項
第
一
号
及

）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
七
十
七
条
の
五
第
一
項
第
一
号
及

び
第
二
号
の
確
認
を
受
け
て
第
七
十
七
条
の
二
に
規
定
す
る
船
舶
に
お
い

び
第
二
号
の
確
認
を
受
け
て
第
七
十
七
条
の
二
に
規
定
す
る
船
舶
に
お
い

て
航
海
当
直
を
す
べ
き
職
務
を
有
す
る
部
員
と
し
て
勤
務
し
た
期
間
を
含

て
航
海
当
直
を
す
べ
き
職
務
を
有
す
る
部
員
と
し
て
勤
務
し
た
期
間
を
含

む
も
の
と
す
る
。

む
も
の
と
す
る
。

第
十
号
表
（
第
七
十
七
条
の
六
、
第
七
十
七
条
の
六
の
二
十
二

第
七
十
七
条
の
六

第
十
号
表
（
第
七
十
七
条
の
六
、
第
七
十
七
条
の
六
の
二
十
二

第
七
十
七
条
の
六

―

―

の
二
十
四
、
第
七
十
七
条
の
七
関
係
）

の
二
十
四
、
第
七
十
七
条
の
七
関
係
）



- 12/59 -

 
 

一　

甲
種
危
険

申
請
日
以
前
五
年
以
内
に
、
次
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る

一　

甲
種
危
険

申
請
日
以
前
五
年
以
内
に
、
次
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る

 
 

物
等
取
扱
責

こ
と
。

物
等
取
扱
責

こ
と
。

 
 

任
者
（
低
引

１　

次
の

か
ら

ま
で
に
適
合
す
る
こ
と
。

任
者
（
低
引

１　

次
の

か
ら

ま
で
に
適
合
す
る
こ
と
。

(1)

(4)

(1)

(4)

火
点
燃
料
）

　

乙
種
危
険
物
等
取
扱
責
任
者
（
低
引
火
点
燃
料
）

火
点
燃
料
）

　

乙
種
危
険
物
等
取
扱
責
任
者
（
低
引
火
点
燃
料
）

 
 

(1)

(1)

の
資
格
の
認
定
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

の
資
格
の
認
定
を
し
た
旨
の
証
印
を
受
け
て
い
る
こ

 
 

 

と
。

 
 

 
 

～

　

（
略
）

～

　

（
略
）

(2)

(4)

(2)

(4)

２　

次
の

か
ら

ま
で
に
適
合
す
る
こ
と
。

２　

次
の

か
ら

ま
で
に
適
合
す
る
こ
と
。

(1)

(4)

(1)

(4)

　

乙
種
危
険
物
等
取
扱
責
任
者
（
低
引
火
点
燃
料
）

　

乙
種
危
険
物
等
取
扱
責
任
者
（
低
引
火
点
燃
料
）

 
 

(1)

(1)

の
資
格
の
認
定
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

の
資
格
の
認
定
を
し
た
旨
の
証
印
を
受
け
て
い
る
こ

 
 

 

と
。

　

甲
種
危
険
物
等
取
扱
責
任
者
（
液
化
ガ
ス
）
の
資

　

甲
種
危
険
物
等
取
扱
責
任
者
（
液
化
ガ
ス
）
の
資

 
 

(2)

(2)

格
の
認
定
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

格
の
認
定
を
し
た
旨
の
証
印
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

・

　

（
略
）

・

　

（
略
）

(3)

(4)

(3)

(4)

二　

乙
種
危
険

申
請
日
以
前
五
年
以
内
に
、
次
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る

二　

乙
種
危
険

申
請
日
以
前
五
年
以
内
に
、
次
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る

 
 

物
等
取
扱
責

こ
と
。

物
等
取
扱
責

こ
と
。

 
 

任
者
（
低
引

１　

（
略
）

任
者
（
低
引

１　

（
略
）

火
点
燃
料
）

２　

甲
種
危
険
物
等
取
扱
責
任
者
（
液
化
ガ
ス
）
又
は
乙

火
点
燃
料
）

２　

甲
種
危
険
物
等
取
扱
責
任
者
（
液
化
ガ
ス
）
又
は
乙

 
 

種
危
険
物
等
取
扱
責
任
者
（
液
化
ガ
ス
）
の
資
格
の
認

種
危
険
物
等
取
扱
責
任
者
（
液
化
ガ
ス
）
の
資
格
の
認

定
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

定
を
し
た
旨
の
証
印
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

第
十
五
号
表
（
第
七
十
七
条
の
十
一
、
第
七
十
七
条
の
十
一
の
二

第
七
十
七
条
の

第
十
五
号
表
（
第
七
十
七
条
の
十
一
、
第
七
十
七
条
の
十
一
の
二

第
七
十
七
条
の

―

―

十
一
の
四
、
第
七
十
七
条
の
十
二
関
係
）

十
一
の
四
、
第
七
十
七
条
の
十
二
関
係
）

 
 

 
 

一　

甲
種
特
定

１　

乙
種
特
定
海
域
運
航
責
任
者
の
資
格
の
認
定
を
受
け

一　

甲
種
特
定

１　

乙
種
特
定
海
域
運
航
責
任
者
の
資
格
の
認
定
を
し
た

  
 

 

海
域
運
航
責

て
い
る
こ
と
。

海
域
運
航
責

旨
の
証
印
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

任
者

２
・
３　

（
略
）

任
者

２
・
３　

（
略
）
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（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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第
十
一
号
書
式
の
次
に
次
の
一
書
式
を
加
え
る
。
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第
十
六
号
の
二
書
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
二
十
二
号
書
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

               



- 19/59 -
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第
二
十
二
号
の
二
書
式
の
次
に
次
の
二
書
式
を
加
え
る
。
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第
二
十
二
号
の
三
書
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
二
十
二
号
の
四
書
式
の
次
に
次
の
二
書
式
を
加
え
る
。

               



- 26/59 -

                



- 27/59 -
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第
二
十
二
号
の
五
書
式
及
び
第
二
十
二
号
の
六
書
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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- 30/59 -

               



- 31/59 -
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第
二
十
二
号
の
七
書
式
の
次
に
次
の
二
書
式
を
加
え
る
。
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- 34/59 -
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第
二
十
二
号
の
八
書
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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（
船
舶
に
乗
り
組
む
医
師
及
び
衛
生
管
理
者
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

船
舶
に
乗
り
組
む
医
師
及
び
衛
生
管
理
者
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
七
年
運
輸
省
令
第
四
十
三
号
）
の
一

 

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に

二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄

に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て

 

い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。
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改　

正　

後

改　

正　

前

  
第
十
三
条　

衛
生
管
理
者
の
資
格
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
一
号
様
式

第
十
三
条　

衛
生
管
理
者
の
資
格
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
条
各
号
の

に
よ
る
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
最
寄
り
の
地
方
運
輸
局
長
に

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
提
示
し
、
か
つ
、
第
一
号
様
式
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

よ
る
申
請
書
に
戸
籍
の
謄
本
、
抄
本
若
し
く
は
記
載
事
項
証
明
書
、
本
籍
（
外
国

 

一　

船
員
手
帳
（
船
員
手
帳
を
添
付
で
き
な
い
と
き
は
、
戸
籍
の
謄
本
、
抄
本
若

人
に
あ
つ
て
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三

し
く
は
記
載
事
項
証
明
書
、
本
籍
（
外
国
人
に
あ
つ
て
は
、
住
民
基
本
台
帳
法

十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
）
の
記
載
の
あ
る
住
民
票
の
写
し
、
旅
券
、

（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九

等
）
の
記
載
の
あ
る
住
民
票
の
写
し
、
旅
券
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法

条
の
三
に
規
定
す
る
在
留
カ
ー
ド
又
は
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の

（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
在
留
カ

国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七

ー
ド
又
は
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の

十
一
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
永
住
者
証
明
書
及
び
認
定
に
必
要
な

出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
七
条
第
一

船
舶
に
乗
り
組
ん
で
船
内
の
衛
生
管
理
に
関
す
る
業
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す

項
に
規
定
す
る
特
別
永
住
者
証
明
書
）

る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
、
国
土
交
通
大
臣
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら

 

 
 

二　

前
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

な
い
。

三　

申
請
の
日
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
自
己
の
写
真
（
単
独
、
無
帽
、
正
面
の

も
の
。
）

第
十
五
条　

衛
生
管
理
者
適
任
証
書
を
受
有
す
る
者
は
、
そ
の
記
載
事
項
に
変
更
を

第
十
五
条　

衛
生
管
理
者
適
任
証
書
を
受
有
す
る
者
は
、
そ
の
記
載
事
項
に
変
更
を

 

生
じ
、
若
し
く
は
そ
の
写
真
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
認
め
難
く
な
つ
た
場
合
又
は

生
じ
、
又
は
こ
れ
を
失
い
、
若
し
く
は
き
損
し
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
再
交
付
を

 

こ
れ
を
失
い
、
若
し
く
は
毀
損
し
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
再
交
付
を
申
請
し
よ
う

申
請
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
再
交
付
を
必
要
と
す
る
事
由
及
び
衛
生
管
理
者
適

 

と
す
る
と
き
は
、
第
三
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
に
第
十
三
条
第
一
号
及
び
第
三
号

任
証
書
の
番
号
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

 

に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
最
寄
り
の
地
方
運
輸
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

な
い
。

 

ら
な
い
。

 

（
削
る
）

２　

前
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
衛
生
管
理
者
適
任
証
書
を
失
つ
た
場
合

 
 
を
除
き
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 

（
権
限
の
委
任
）

（
権
限
の
委
任
）

第
二
十
二
条　

こ
の
省
令
で
地
方
運
輸
局
長
が
法
第
八
十
二
条
た
だ
し
書
又
は
第
八

第
二
十
二
条　

こ
の
省
令
で
地
方
運
輸
局
長
が
法
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
二
条
の

十
二
条
の
二
第
二
項
た
だ
し
書
若
し
く
は
第
三
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の

二
第
二
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
定
め
て
い
る
場
合
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権
限
を
行
う
こ
と
を
定
め
て
い
る
場
合
は
、
法
第
百
二
十
一
条
の
四
第
一
項
の
規

は
、
法
第
百
二
十
一
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
国
土
交
通
大
臣
の
権
限

定
に
基
づ
い
て
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
が
当
該
地
方
運
輸
局
長
に
委
任
さ
れ
た
も

が
当
該
地
方
運
輸
局
長
に
委
任
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

の
と
す
る
。
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第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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- 42/59 -

 

第
二
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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（
救
命
艇
手
規
則
の
一
部
改
正
）

 

第
三
条　

救
命
艇
手
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
運
輸
省
令
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に

二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄

に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て

 

い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。
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改　

正　

後

改　

正　

前

第
五
条　

救
命
艇
手
試
験
の
受
験
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
三
条
第
一
号
の

第
五
条　

救
命
艇
手
試
験
の
受
験
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
船
員
手
帳
を
提
示

試
験
の
受
験
の
申
請
に
あ
つ
て
は
第
一
号
様
式
、
同
条
第
二
号
の
試
験
の
受
験
の

し
て
、
第
三
条
第
一
号
の
試
験
の
受
験
の
申
請
に
あ
つ
て
は
第
一
号
様
式
、
同
条

申
請
に
あ
つ
て
は
第
二
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
に
、
船
員
手
帳
及
び
申
請
の
日
前

第
二
号
の
試
験
の
受
験
の
申
請
に
あ
つ
て
は
第
二
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
を
最
寄

六
月
以
内
に
撮
影
し
た
自
己
の
写
真
（
単
独
、
無
帽
、
正
面
の
も
の
。
第
八
条
第

り
の
地
方
運
輸
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
船
員
手
帳
を
提

一
項
第
三
号
に
お
い
て
「
自
己
の
写
真
」
と
い
う
。
）
を
添
付
し
て
、
最
寄
り
の

示
で
き
な
い
と
き
は
、
戸
籍
の
謄
本
、
抄
本
又
は
記
載
事
項
証
明
書
並
び
に
前
条

地
方
運
輸
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
船
員
手
帳
を
添
付
で

第
二
号
及
び
第
三
号
の
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
申
請
書
に
添
付

き
な
い
と
き
は
、
戸
籍
の
謄
本
、
抄
本
若
し
く
は
記
載
事
項
証
明
書
、
本
籍
（
外

す
る
も
の
と
す
る
。

国
人
に
あ
つ
て
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第

三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
。
第
八
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ

。
）
の
記
載
の
あ
る
住
民
票
の
写
し
、
旅
券
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
在
留
カ
ー
ド

（
同
号
に
お
い
て
「
在
留
カ
ー
ド
」
と
い
う
。
）
又
は
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に

基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成

三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
永
住
者
証
明
書
（
同

号
に
お
い
て
「
特
別
永
住
者
証
明
書
」
と
い
う
。
）
並
び
に
前
条
第
二
号
及
び
第

三
号
の
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
申
請
書
に
添
付
す
る
も
の
と
す

る
。

２　

（
略
）

２　

（
略
）

第
八
条　

救
命
艇
手
の
資
格
の
認
定
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
限
定
救
命
艇
手

第
八
条　

救
命
艇
手
の
資
格
の
認
定
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
船
員
手
帳
及
び

以
外
の
救
命
艇
手
に
関
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
第
三
号
様
式
、
限
定
救
命
艇
手
に

前
条
第
四
号
の
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
提
示
し
て
、
第
三
号
様

関
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
第
四
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添

式
（
限
定
救
命
艇
手
の
資
格
の
認
定
の
申
請
に
あ
つ
て
は
、
第
四
号
様
式
）
に
よ

付
し
て
、
最
寄
り
の
地
方
運
輸
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
申
請
書
を
最
寄
り
の
地
方
運
輸
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し

 

一　

船
員
手
帳
（
船
員
手
帳
を
添
付
で
き
な
い
と
き
は
、
戸
籍
の
謄
本
、
抄
本
若

、
船
員
手
帳
を
提
示
で
き
な
い
と
き
は
、
戸
籍
の
謄
本
、
抄
本
若
し
く
は
記
載
事

し
く
は
記
載
事
項
証
明
書
、
本
籍
の
記
載
の
あ
る
住
民
票
の
写
し
、
旅
券
、
在

項
証
明
書
、
本
籍
（
外
国
人
に
あ
つ
て
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年

留
カ
ー
ド
又
は
特
別
永
住
者
証
明
書
並
び
に
前
条
第
二
号
及
び
第
三
号
の
要
件

法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
）
の
記
載
の
あ
る

に
適
合
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
）

住
民
票
の
写
し
、
旅
券
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
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二　

前
条
第
四
号
の
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
在
留
カ
ー
ド
又
は
日
本
国
と
の
平

 

三　

自
己
の
写
真

和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例

 
２　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
船
員
手
帳
に
よ
り
前
条
第
三
号
の
要
件
に
適
合
す
る

法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
永
住
者
証

こ
と
を
証
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
こ
れ
を
証
す
る
書
類
を
申
請
書
に
添

明
書
並
び
に
前
条
第
二
号
及
び
第
三
号
の
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

 

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
船
員
手
帳
に
よ
り
前
条
第
三
号
の
要
件
に
適
合
す
る

こ
と
を
証
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
こ
れ
を
証
す
る
書
類
を
申
請
書
に
添

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
条　

救
命
艇
手
適
任
証
書
を
受
有
す
る
者
は
、
そ
の
記
載
事
項
に
変
更
を
生
じ

第
十
条　

救
命
艇
手
適
任
証
書
を
受
有
す
る
者
は
、
そ
の
記
載
事
項
に
変
更
を
生
じ

、
若
し
く
は
そ
の
写
真
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
認
め
難
く
な
つ
た
場
合
又
は
こ
れ

、
又
は
こ
れ
を
失
い
、
若
し
く
は
き
損
し
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
再
交
付
を
申
請

を
失
い
、
若
し
く
は
毀
損
し
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
再
交
付
を
申
請
し
よ
う
と
す

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
再
交
付
を
必
要
と
す
る
事
由
及
び
救
命
艇
手
適
任
証
書

る
と
き
は
、
限
定
救
命
艇
手
以
外
の
救
命
艇
手
に
関
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
第
七

の
番
号
を
記
載
し
た
申
請
書
を
最
寄
り
の
地
方
運
輸
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

号
様
式
、
限
定
救
命
艇
手
に
関
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
第
八
号
様
式
に
よ
る
申
請

ら
な
い
。

書
に
、
第
八
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
（
第
七
条
第
二
号
及

び
第
三
号
の
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
除
く
。
）
を
添
付
し
て
、

最
寄
り
の
地
方
運
輸
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
る
）

２　

前
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
救
命
艇
手
適
任
証
書
を
失
つ
た
場
合
を

 

除
き
、
こ
れ
を
当
該
地
方
運
輸
局
長
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
一
号
様
式
か
ら
第
六
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

               



- 47/59 -

                



- 48/59 -

                



- 49/59 -

                



- 50/59 -
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第
六
号
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。
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（
船
内
に
お
け
る
食
料
の
支
給
を
行
う
者
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条　

船
内
に
お
け
る
食
料
の
支
給
を
行
う
者
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
年
運
輸
省
令
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の

 

よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に

二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄

に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て

い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て

 

い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改　

正　

後

改　

正　

前

第
四
条　

前
条
の
規
定
に
よ
り
船
舶
料
理
士
資
格
証
明
書
の
交
付
を
申
請
し
よ
う
と

第
四
条　

前
条
の
規
定
に
よ
り
船
舶
料
理
士
資
格
証
明
書
の
交
付
を
申
請
し
よ
う
と

す
る
者
は
、
第
一
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
国

す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
又
は
提
示
し
て
第
一
号
様
式
に
よ
る
申
請

土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

船
員
手
帳
（
船
員
手
帳
を
添
付
で
き
な
い
と
き
は
、
戸
籍
の
謄
本
、
抄
本
若

一　

船
員
手
帳
（
船
員
手
帳
を
提
示
で
き
な
い
と
き
は
、
戸
籍
の
謄
本
、
抄
本
若

し
く
は
記
載
事
項
証
明
書
、
本
籍
（
外
国
人
に
あ
つ
て
は
、
住
民
基
本
台
帳
法

し
く
は
記
載
事
項
証
明
書
、
本
籍
（
外
国
人
に
あ
つ
て
は
、
住
民
基
本
台
帳
法

（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍

（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍

等
）
の
記
載
の
あ
る
住
民
票
の
写
し
、
旅
券
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法

等
）
の
記
載
の
あ
る
住
民
票
の
写
し
、
旅
券
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法

（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
在
留
カ

（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
在
留
カ

ー
ド
、
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出

ー
ド
、
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出

入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
七
条
第
一
項

入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
七
条
第
一
項

に
規
定
す
る
特
別
永
住
者
証
明
書
又
は
氏
名
、
国
籍
及
び
生
年
月
日
を
証
す
る

に
規
定
す
る
特
別
永
住
者
証
明
書
又
は
氏
名
、
国
籍
及
び
生
年
月
日
を
証
す
る

 
 

書
類
で
あ
つ
て
権
限
の
あ
る
機
関
が
発
行
し
た
も
の
）

書
類
で
あ
つ
て
権
限
の
あ
る
機
関
が
発
行
し
た
も
の
）

二
・
三　

（
略
）

二
・
三　

（
略
）

四　

申
請
の
日
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
自
己
の
写
真
（
単
独
、
無
帽
、
正
面
の

（
新
設
）

も
の
）

２　

（
略
）

２　

（
略
）

第
六
条　

船
舶
料
理
士
資
格
証
明
書
を
受
有
す
る
者
は
、
そ
の
記
載
事
項
に
変
更
を

第
六
条　

船
舶
料
理
士
資
格
証
明
書
を
受
有
す
る
者
は
、
そ
の
記
載
事
項
に
変
更
を

生
じ
、
若
し
く
は
そ
の
写
真
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
認
め
難
く
な
つ
た
場
合
又
は

生
じ
、
又
は
こ
れ
を
失
い
、
若
し
く
は
き
損
し
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
再
交
付
を

こ
れ
を
失
い
、
若
し
く
は
毀
損
し
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
再
交
付
を
申
請
し
よ
う

申
請
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
三
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に

と
す
る
と
き
は
、
第
三
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
に
第
四
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
削
る
）

２　

前
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
船
舶
料
理
士
資
格
証
明
書
を
失
つ
た
場

合
を
除
き
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 

（
権
限
の
委
任
）

（
経
由
）
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第
二
十
四
条　

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
交
付
及
び
第
六
条
に
規
定
す
る
再
交
付
は
、

第
二
十
四
条　

第
四
条
及
び
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
に
申
請
を
し
よ

地
方
運
輸
局
長
（
運
輸
監
理
部
長
を
含
む
。
）
に
委
任
す
る
。

う
と
す
る
者
は
、
最
寄
り
の
地
方
運
輸
局
長
（
運
輸
監
理
部
長
を
含
む
。
）
を
経

由
し
て
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
一
号
様
式
か
ら
第
三
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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